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４月臨時会付議事件 

         

１ 市長提出議案 

         

〔令和４年４月13日付託〕 

 議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号）          〔可決〕 

 議案甲第15号専決処分事項の承認について                  〔承認〕 

 議案甲第16号専決処分事項の承認について                  〔承認〕 

                           〔令和４年４月13日委員会議決〕 
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１ 出席委員氏名 

 

  委員長 中村直人    

  副委員長 牧瀬昭子    

  委員 森山林    

  委員 尼寺省悟      

  委員 伊藤克也 

  委員 松隈清之 

  委員 和田晴美 

  委員 緒方俊之 

 

２ 欠席委員氏名 

 

  なし 

 

３ 説明のため出席した者の職氏名 

 

総務部長 石丸健一 

総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 緒方守 

総務課長補佐兼庶務係長 古賀庸介 

 

市民環境部長 吉田忠典 

市民協働推進課市民協働係長兼市民相談室相談係長兼 

消費生活センター消費生活センター係長 築地美奈子 

市民環境部次長兼国保年金課長 佐藤道夫 

国保年金課健康保険係長 下村志保 

税務課長 佐々木利博 

税務課長補佐兼市民税係長 久保山智博 

税務課固定資産税係長 有馬健次 

環境対策課長兼衛生処理場長 高松隆次 

環境対策課参事兼課長補佐兼環境施設調整室長 江下剛 

環境対策課環境対策推進係長 北三希子 
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環境対策課長補佐兼環境施設調整室長補佐兼施設調整係長 増田義仁 

 

 

４ 出席した議会事務局職員の職氏名 

 

  議事調査係主任 古賀隆介 

 

５ 日程 

 

  審査日程の決定 

市民環境部審査 

   議案甲第15号専決処分事項の承認について 

   議案甲第16号専決処分事項の承認について 

   議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号） 

〔説明、質疑〕 

 議案審査 

   議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号） 

   議案甲第15号専決処分事項の承認について 

   議案甲第16号専決処分事項の承認について 

〔総括、採決〕 

 

６ 傍聴者 

 

  なし 

 

７ その他 

 

  なし  
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  午前10時44分開会 

                                          

中村直人委員長 

ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  審査日程の決定 

          

中村直人委員長 

本臨時会で当総務常任委員会に付託されております議案は、乙議案１件、甲議案２件です。 

委員会の審査日程につきましては、御手元に配付のとおり、市民環境部関係議案を審査し、

その後、総括、採決いたしたいと思いますが、御了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  市民環境部                                     

                                            

   議案甲第15号専決処分事項の承認について 

                                            

中村直人委員長 

それでは、市民環境部関係議案の審査を行います。 

市民環境部関係の議案は議案乙第15号、議案甲第15号及び第16号です。 

初めに、議案甲第15号、専決処分事項の承認についてを議題といたします。 

資料については書記からタブレットに送信をいたします。 

では、執行部の説明を求めます。 

佐々木利博税務課長 

ただいま議題となりました、議案甲第15号専決処分事項の承認について御説明いたします。 

常任委員会資料の２ページのほうをお願いします。 

本件につきましては、令和４年度税制改正法案の地方税法等の一部を改正する法案が、令

和４年３月31日に公布されたことに伴い、４月１日施行の部分について、鳥栖市税条例の一

部を改正する条例の専決処分をいたしたものでございます。 
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改正の主な内容といたしましては、固定資産税及び都市計画税について、土地の評価替え

による価格の上昇に伴う税負担の急増を緩和するための負担調整措置のうち、商業地等に係

る固定資産税及び都市計画税の課税標準額の上昇幅を、通常５％のところを令和４年度に限

り2.5％とする特例措置を講じるものでございます。 

このほか、地方税法をはじめとする根拠法令の改正に伴う項ずれや、文言の整理を行って

おります。 

以上、御説明とさせていただきます。 

中村直人委員長 

それでは、執行部の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑を終わります。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

   議案甲第16号専決処分事項の承認について 

                                          

中村直人委員長 

続きまして、議案甲第16号専決処分事項の承認についてを議題といたします。 

佐藤道夫市民環境部次長兼国保年金課長 

ただいま議題となりました議案甲第16号専決処分の承認について御説明申し上げます。 

参考資料の３ページをお願いいたします。 

本案は、地方税法施行令の一部改正が令和４年３月31日に公布され、同年４月１日施行分

について、鳥栖市国民健康保険条例の一部改正が必要となったため、同年３月31日付で専決

処分したものでございます。 

改正の内容につきましては、国民健康保険税の課税限度額の引上げで、基礎課税額を63万

円から65万円に。 

後期高齢者支援金等課税額を19万円から20万円に、それぞれ改正するものでございます。 

なお、介護納付金課税額については据置きとなっております。 

以上、説明とさせていただきます。 

中村直人委員長 

執行部の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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尼寺省悟委員 

この国が出している表ですが、毎年３万円ずつ引上げがなされて、私が議員になってから

もずっと一貫して、３万円、４万円引上げてきたわけよね。 

この調子で、これから先も10年も20年も上がっていくと、今の93万円が、100万円になるか

もしれんということなんですが。 

この表によると、限度額の超過世帯割合が1.5％台になるように引上げたということで書い

てあるね、1.5％台と。 

だから、1.5％になったというならば、そこでやめるというふうでいいんかな？際限なく上

がっていくんじゃなくて、結果として1.5％になったら、そこで止まるということと、今回で

たしか1.5％台になったんでしょう？今回引き上げることで。 

その辺をちょっと聞きたいんですけど。 

佐藤道夫市民環境部次長兼国保年金課長 

まず、今回の課税限度額の改正によりまして、対象世帯数が130世帯ということで、全体の

8,289世帯から見ますと1.57％になっております。 

今、御指摘のとおり1.5％を目安としておりますが、鳥栖市の場合は、まだ到達していない

という状況でございます。 

もう一点申し上げますと、被用者保険については0.5から1.5％内に収めるというルールが

ありますので、恐らくこの1.5を割っても、0.5から1.5の中で調整がされていくものというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

それで、地方税法施行令では、賦課限度額は課税の最高限度額を地方税法で規定して、そ

の範囲内で市町村の条例で決定するということで、上限を決めただけで、必ずしもそこにせ

んでもいいということなんだから、近いうちに1.5％となれば、鳥栖市としても、もうしない

と。 

そういったことは考えられるんかね。 

佐藤道夫市民環境部次長兼国保年金課長 

基本的には、市の条例で決定することになっておりますけれども、平成30年以降、国保に

関しましては、県単位化されておりまして、佐賀県国民健康保険運営方針というのが定めら

れております。 

その中で、この課税限度額については、佐賀県内の市各市町が地方税法に準じて国保税を

徴収しておりますので、県内全て、この地方税法の改正に伴って準用するということになっ
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ておりますので、全市町、改正と同時に適用するという流れになっております。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

統一されたからといって、全市町が同じということになるんかね。 

だから、うちは仮に1.4%、よそは1.7％といったことは、あり得ないんかね。 

佐藤道夫市民環境部次長兼国保年金課長 

佐賀県においては、国保税の税率の一本化を令和９年度に控えております。 

そういう中で、現在は市町がそれぞれ、県の標準保険税率を参考に税率を算出しておりま

すけれども、令和９年度以降は、県内の個々に加入している被保険者の割合によって、恐ら

くこの限度額が適用されるかと思いますので、現在は市単位での被保者数の割合、それを今

後、令和９年度以降になると県単位化されますと、県の被保者数の割合になるかと思います。 

ですので、令和８年度まではそれができるかとは思うんですけれども、それをにらんだと

ころで、この限度額については県の定めた内容に沿って行っていくというのが原則だと考え

ております。 

尼寺省悟委員 

あくまで今の段階では、県の標準税率を参考にして決めているんだと、少なくとも令和９

年度まではね。 

だから、今の地点で最高限度額を上げるということは、結果としてその分、中間層の負担

を和らげるということでやってきていると思うけれども。 

かつては、所得が400万円とか、決して高所得者でない方には適用されとったと。 

今回は税率がかなり600万円とか、かなり下がったから、そういった所得の階層がそうなっ

てしまったけれども。 

そういった意味でちょっと過去とは違うけれども、将来的に天井知らず――今の状態で、

そうは言ったとしても、もうどんどんどんどん上げていくんじゃあ、やっぱりそれは大きな

問題であり、そのことで、基本的な解決には私はならないと思っております。 

中村直人委員長 

ほかにございませんか。 

    〔発言する者なし〕 

よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

質疑を終わります。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

   議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号） 

                                          

中村直人委員長 

続きまして、議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

資料については書記からタブレットに送信いたしますので、そちらを御覧ください。 

では、執行部の説明を求めます。 

高松隆次環境対策課長兼衛生処理場長 

ただいま議題となりました、議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号）

のうち、市民環境部関係分につきまして御説明いたします。 

総務常任委員会資料の２ページ目をお願いいたします。 

まず歳入でございますが、款20繰入金、項１基金繰入金、目４地域環境整備基金繰入金、

節１地域環境整備基金繰入金につきましては、次期ごみ処理施設整備事業に伴い、佐賀県東

部環境施設組合より、本市に対しまして支払われております建設協力金を積立てております

基金から、必要額について一般会計へ繰入金として歳入予算を計上しております。 

詳細につきましては、歳出のほうで合わせて御説明いたします。 

資料の３ページをお願いいたします。 

款４衛生費、項３清掃費、目１清掃総務費の節18負担金、補助及び交付金につきましては、

鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ使用に係るみやき町への協力金でございます。 

資料４ページ、主要事項説明資料をお願いいたします。 

１、目的といたしまして、佐賀県東部環境施設組合が整備を予定しております次期リサイ

クル施設につきまして、候補地選定に時間を要しましたことから、令和６年４月から次期施

設稼働開始までの５年間について、現在の鳥栖・三養基西部リサイクルプラザにおいて、佐

賀県東部環境施設組合構成市町の資源ごみ等の受入れを行うこととなったものであり、これ

に伴いまして、施設が立地いたします自治体のみやき町に対し、協力金を支払うものでござ

います。 

２の事業内容でございますが、金額として、みやき町から受入れに必要であるとの要望が

ございました7,500万円を計上しております。 

財源といたしましては、歳入でも申し上げましたとおり、佐賀県東部環境施設組合から鳥

栖市を除いた構成市町、１市３町の負担により本市に支払われております建設協力金を積立
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てております地域環境整備基金から一般会計へ繰り入れ、みやき町にお支払いしたいと考え

ております。 

以上で、令和４年度一般会計補正予算、環境対策課関係分について御説明を終わらせてい

ただきます。 

中村直人委員長 

それでは、執行部の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

森山林委員 

今、説明ありましたように今回7,500万円をお支払いされますけれども、この件については、

先般、この用地変更に伴って、５億円という額を計上いたしておりますね、土地代も――当

初は、真木町に4.2ヘクタール予定しておりましたけれども、併設するということでございま

したけれども、これができなくて、有害物質が出て、1.7ヘクタールに今の焼却処理が出来て

おります。 

昨年の８月に立石町に変更をされましたので、今後、やはり今回7,500万円も５年間という

ことでございますので、しっかりスケジュールも組んでいただいて、遅れることがひとつな

いように、その進捗状況も含めて、この委員会へしっかり報告をお願いをいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

松隈清之委員 

内容については以前御説明していただいていますので、おおむね分かっているんですけれ

ども。 

あと、地元との協定はどういうスケジュールで５年間の使用について、恐らく協定を結ぶ

んだろうと思うんですけど。 

その協定は、この議決後に、どういうスケジュールで結ばれるかは聞いていますか。 

高松隆次環境対策課長兼衛生処理場長 

協定につきましては、立地自治体でありますみやき町との佐賀県東部環境施設組合のほう

で進められると思いますので、詳細のスケジュールについては、今のところまだ伺っており

ません。 

松隈清之委員 

確認ですけど、みやき町と結ぶってことですね。 

東部とみやき町で。 

香田地区と結ぶわけではないということですね。 

高松隆次環境対策課長兼衛生処理場長 
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鳥栖市の例でいきますと、みやき町が恐らく５年間の協定を、香田地区のほうと何かしら

の取決めをされまして、東部環境施設組合としてもそこに連名といいますか、使用について

名前を並べられるんじゃないかと考えております。 

中村直人委員長 

ほかにございませんか。 

よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

質疑を終わります。 

以上で、議案審査を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

                                          

  午前11時１分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前11時５分開会 

           

中村直人委員長 

再開いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  総   括 

        

中村直人委員長 

これより総括を行います。 

議案についての質疑は終了いたしておりますが、審査を通じて総括的に御意見等がござい

ましたら発言をお願いしたいと思います。 

    〔発言する者なし〕 

よろしいですか。 

総括を終わります。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

  採   決 

                                          

中村直人委員長 

これより採決を行います。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

   議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号） 

                                          

中村直人委員長 

初めに、議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計予算（第１号）中、当総務常任委員会付

託分について採決を行います。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって議案乙第15号令和４年度鳥栖市一般会計補正予算（第１号）

中、当総務常任委員会付託分につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

   議案甲第15号専決処分事項の承認について 

                                          

中村直人委員長 

次に、議案甲第15号専決処分事項の承認について採決を行います。 

本案は承認することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって本案は承認されました。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

   議案甲第16号専決処分事項の承認について 
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中村直人委員長 

次に、議案甲第16号専決処分事項の承認について採決を行います。 

本案は承認することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって本案は承認されました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

中村直人委員長 

以上で、総務常任委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。 

なお、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任いただくことでよろしいでしょう

か。 

    〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 

それでは、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任いただくことに決しました。 

                                          

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

                                          

中村直人委員長 

以上で令和４年４月臨時会総務常任委員会を閉会いたします。 

                                          

  午前11時６分散会 
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